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衣浦東部広域連合における人事行政の運営等の状況について 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

(1) 職員の任免（令和６年度） 

区    分 採用者 退職者 

人    数 9 人 2 人 

(2) 職員数（令和６年４月１日現在） 

職  員  数 530 人 

備考 職員数は、衣浦東部広域連合職員定数条例（平成１５年条例第５号）に定められた職員定数である。 

２ 職員の勤務成績の評定の状況 

目   的 

職員に割り当てられた職務及び責任を遂行した実績、能力及び適

格性を統一的に記録して、人事管理の合理化及び公務能率の増進

を図る。 

制度の概要 

第１次評定者及び第２次評定者により能力評価、業績評価を行

う。能力評価は、評定要素について１０点から１点刻みの評定点

で評定を行う。調整者は、最終評定点及び評語（ＡからＥまでの

５段階）を決定する。業績評価は業務目標の達成度について点数

化し評定を行う。 

評価終了日 
能力評価 令和６年９月３０日 

業績評価 令和７年３月３１日 

評定期間 
能力評価 令和５年１０月１日から令和６年９月３０日まで 

業績評価 令和６年 ４月１日から令和７年３月３１日まで 

対象者 
全職員（休職その他の事情により人事評価の実施が困難である職

員を除く。） 

３ 職員の給与の状況 

(1) 人件費（令和６年度普通会計決算） 

衣浦東部広域連合区域

内住民基本台帳人口 

（令 7.1.1） 

 

歳 出 額 

Ａ 

実 質 収 支 

 

人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

碧南市 72,216 人 

刈谷市 152,984 人 

安城市 187,665 人 

知立市 72,646 人 

高浜市 49,041 人 

 （合 計 534,552 人） 

6,081,901 千円 269,506 千円 4,541,445 千円 74.7％ 

備考 人件費には、特別職に支給される報酬等を含む。 
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(2) 職員給与費（令和６年度普通会計決算） 

職員数 

Ａ 

給   与   費 

一人当たり給与費 

（Ｂ／Ａ） 
給  料 職員手当 期末・勤勉手当 

 

計 

Ｂ 

437 人 

(16 人) 
1,801,353 千円 801,983 千円 818,784 千円 3,422,120 千円 7,554 千円 

備考 １ 職員手当には退職手当組合負担金は含まない。 

２ （   ）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。 

(3) 職員の初任給（令和６年４月１日現在） 

区    分 初  任  給 採用２年経過日給料額 

一般行政職 
大 学 卒 225,600 円  233,300 円  

高 校 卒 194,500 円  206,100 円  

消防職 
大 学 卒 238,600 円  250,300 円  

高 校 卒 198,200 円  210,100 円  

備考 採用試験に合格し、学校卒業後直ちに採用された者の初任給と、その者が２年後に受けることとなる

給料額である。 

(4) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額（令和６年４月１日現在） 

区     分 経験年数 10 年 経験年数 15 年 経験年数 20 年 

大  学  卒 292,630 円  328,386 円  358,800 円  

高  校  卒 270,600 円  291,650 円  330,367 円  

(5) 職員の級別職員数（令和６年４月１日現在） 

区分 10 級 9 級 8 級 7 級 6 級 5 級 4 級 3 級 2 級 1 級 

計 

一

般

行

政

職 

標準的な

職務内容 
― 局長 次長 

課長 

主幹 
課長補佐 

課長補佐 

係長 
係長 

主査 

主事 
主事 

職員数

(人) 
― 0 1 1 0 3 0 2 2 0 9 

構成比

(％) 
― 0 11.1 11.1 0 33.3 0 22.2 22.3 0 100.0 

消

防

職 

標準的な

職務内容 
局長 次長 

課長 

署長 

副署長 

分署長 

主幹 

課長補佐 

署長補佐 

分署長補佐 

出張所長 

課長補佐 

署長補佐 

分署長補佐 

副主幹 

係長 

専門員 
主査 消防士 計 

職員数

(人) 
1 2 36 42 2 69 70 65 95 52 434 

構成比

(％) 
0.2 0.5 8.3 9.7 0.5 15.9 16.1 15.0 21.9 11.9 100.0 

(6) 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢（令和６年４月１日現在） 

区   分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

行 政 職 員 359,178 円  454,151 円  43.1 歳  
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消 防 職 員 338,037 円 424,053 円 38.9 歳 

備考 平均給与月額は、給料、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の 

合計である。 

(7) 職員手当（令和６年４月１日現在） 

期末・勤勉手当 

（令和６年度） 

区分 期   末 勤   勉 

６月期 1.225 月分（0.6875 月分） 1.025 月分（0.4875 月分） 

１２月期 1.275 月分（0.7125 月分） 1.075 月分（0.5125 月分） 

計   2.5 月分（1.4 月分） 2.1 月分（1.0 月分） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置   有 

備考 （ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。 

退 職 手 当 

区   分 自己都合 定年・勧奨 

勤 続 ２ ０ 年 19.6695 月分 24.586875 月分 

勤 続 ２ ５ 年 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤 続 ３ ５ 年 39.7575 月分 47.709 月分 

最 高 限 度 47.709 月分 47.709 月分 

令和６年度の１人平均支給額 931,229 円 25,371,242 円 

 

地 域 手 当 

支給率 12％  

支給対象職員数 437 人  

支給対象職員１人当たり平均支給年額

（令和６年度決算額） 
526,177 円  

   備考 再任用職員を除く。 

特殊勤務手当 

（令和６年度

決算額） 

職員全体に占める手当支給職員の割合 83.8％  

支給対象職員１人当たり平均支給年額 95,722 円  

手当の種類（手当数） ３手当  

手当の名称 
火災業務手当、救急業務

手当、潜水業務手当 

   備考 再任用職員を除く。 

時間外勤務手当 

（令和６年度決算額） 

支 給 総 額 321,023,342 円  

職員１人当たり支給年額 914,596 円  

   備考 再任用職員を除く。 
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区   分 内         容 

扶 養 手 当 

配偶者 6,500 円、子 10,000 円、父母等 6,500 円を支給。（た

だし、行政職給料表８級以上、消防職給料表９級以上の職員に

対しては、配偶者及び父母等について 3,500 円を支給）また

16 歳から 22 歳までの間の子については 5,000 円を加算。 

住 居 手 当 
月額 16,000 円を超える家賃の額に応じて、最高 28,000 円を支

給 

通 勤 手 当 
２km ずつ加算する通勤距離区分又は交通機関の運賃の額に応

じて、最高 55,000 円を支給 

(8) 特別職の報酬等（令和６年４月１日現在） 

区    分 報酬等の月額 期 末 手 当 

広 域 連 合 長 7,400 円  

－ 
副 広 域 連 合 長 7,400 円  

広 域 連 合 副 長 7,400 円  

議    員 7,400 円  

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

(1) 勤務時間（令和６年４月１日現在） 

ア 毎日勤務 

開始時刻 終了時刻 休憩時間 

8：30 17：15 12：00～13：00 

イ 隔日勤務 

開始時刻 終了時刻 休憩時間 

8：30 翌日 8：30 
所定の勤務時間のうちに８時間３０分とし、そ

の時間は所属長が別に定める。 

(2) 主な休暇の種類 

区  分 付与日数等 

年次休暇 １年につき２０日 

結婚 連続する７日以内 

出産 産前・産後８週間 

妻の出産 ３日以内 

男性職員の育児参加 ５日以内 

子の看護 １年につき５日（２人以上の場合は１０日）以内 

忌引 親族の区分に応じ７日以内で定める日数 
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父母の祭日 １日 

夏季休暇 ５日 

リフレッシュ休暇 
勤続１０年及び勤続２０年は２日 

勤続３０年は３日 

 

５ 職員の休業 

(1) 育児休業等取得者数（令和６年度中に新たに取得した職員数） 

区   分 男   性 女   性 合   計 

育児休業取得者数 15 人   0 人  15 人  

部分休業取得者数 0 人  0 人  0 人  

合   計 15 人  0 人  15 人  

 (2) 配偶者同行休業取得者数（令和６年度中に新たに取得した職員数） 

男   性 女   性 合   計 

0 人   0 人  0 人  

 

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

(1) 職員の分限処分 

ア 休職（令和６年度） 

心身の故障のた

め、長期の休養

を要する場合 

刑事事件に関し

起訴された場合 

学術に関する事

項の調査、研究

又は指導に従事

する場合 

外国の政府等の

招きにより、こ

れらの機関の業

務に従事する場

合 

災害により、生

死不明又は所在

不明となった場

合 

合   計 

3 人  0 人  0 人  0 人  0 人  3 人  

イ 職員の意に反する降任・免職（令和６年度） 

 

     理由 

 

処分内容 

勤務実績が良く

ない場合 

心身の故障のた

め職務遂行に支

障がある場合 

職に必要な適格

性を欠く場合 

廃職又は過員を

生じた場合 
合   計 

降   任 0 人  0 人  0 人  0 人  0 人  

免   職 0 人  0 人  0 人  0 人  0 人  

合   計 0 人  0 人  0 人  0 人  0 人  
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(2) 職員の懲戒処分（令和６年度） 

処分の種類 

処分事由 
免職 停職 減給 戒告 合計 

給与・任用に関する不正関係 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

一般服務違反関係 
（職務専念義務違反、職務命令違反等） 

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

一般非行関係（傷害、暴行等） 0 人 0 人 1 人 0 人 1 人 

収賄等関係（収賄、横領等） 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

道路交通法違反関係 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

監督責任関係 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

合      計 0 人 0 人 1 人 0 人 1 人 

７ 職員の服務の状況 

(1) 服務制度に関する研修等の実施（令和６年度） 

地方公務員法に定められた職員としての義務を周知徹底するため、随時、幹部会議や

通知文書により服務規律の徹底を図っている。 

(2) 営利企業等への従事許可（令和６年度） 

許可件数 １５件  

８ 職員の退職管理の状況 

(1) 退職管理の規制等の概要 

ア 再就職者による依頼等（働きかけ）の規制（地方公務員法第 38 条の２） 

営利企業等に再就職した元職員が、離職前の職務に関して、現職職員へ働きかけ

をすることが禁止されている。 

イ 再就職情報の届出（衣浦東部広域連合職員の退職管理に関する条例第３条） 

管理又は監督の地位にある職員であった者は、離職後２年間、再就職した場合は

任命権者に届け出ることが義務付けられている。 

 

退職年度 

人数 
令和６年度 

届出対象者 1 人 

再就職者 0 人 

   ※「再就職者」に衣浦東部広域連合及び構成市の再任用職員は含まない。 
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９ 職員の研修の状況 

(1) 研修（令和６年度） 

ア 一般研修（行政職員及び消防職員に共通して実施するもの） 

(ｱ) 内部研修 

交通安全研修、人事評価者研修、コンプライアンス研修 

(ｲ) 外部研修 

ａ 愛知県市町村振興協会センター研修 

部長研修、課長研修、課長補佐研修、折衝力・交渉力向上研修、プレゼンテ

ーション研修、職場でのコミュニケーション研修、採用面接研修、問題解決能

力向上研修、法制執務研修（基礎）、地方自治法研修、コーチング研修、地方

公務員法研修、管理職のための職場で取り組むメンタルヘルス研修、心の健康

を保つためのストレス・マネジメント研修、リスクマネジメント研修、クレー

ム対応研修、JKET 指導者養成研修、ハラスメント防止研修、キャリアアップ

研修（女性職員） 

ｂ 民間研修機関 

地方公務員のための給与実務入門、年末調整の基本実務 

イ 消防職員研修（消防職員のみを対象として実施するもの） 

(ｱ) 消防大学校研修 

幹部科、緊急消防援助隊教育科、女性活躍推進コース 

(ｲ) 消防学校研修 

初任科、警防科、危険物科、火災調査科、救急科、救助科、中級幹部科、はし

ご自動車等運用科、地震防災科、指揮隊科、外傷・災害対応講習、受託研修 

(ｳ) 特別派遣研修 

東京救命士研修所、名古屋救命士研修所、九州救命士研修所、大阪高度専門教

育訓練センター、気管挿管運用試験 

   (ｴ) 予防業務関係研修 

       査察実務研修、違反処理指導者研修 

(ｵ) 先進都市視察研修 

２０２５年日本国際博覧会協会、堺市消防局 
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１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(1) 共済組合負担金等（令和６年度） 

執   行   額 一人当たりの負担額 

659,438,355 円  1,455,714 円  

(2) 職員互助会（令和６年度） 

広域連合負担金額 一人当たりの負担額 

5,103,492 円  11,786 円  

(3) 安全衛生管理体制 

ア 安全衛生管理体制の概要 

職員の安全の確保、健康の保持増進などの諸施策を効率的に推進するために、

衣浦東部広域連合職員安全衛生管理規程の定めるところにより、総括安全衛生管

理者（消防次長）を組織の長とする安全衛生管理体制を整備しており、毎年安全

管理者（副署長）の代表者は消防職員安全衛生管理研修会に出席し、安全管理に

努めている。 

また、調査審議機関として職員の安全衛生に係る基本的対策については、安全

衛生委員会を設置し、健康管理区分の決定は総括安全管理者が行い、定期健康診

断は事務局総務課において計画実施している。 

イ 健康診断等（令和６年度） 

区     分 定期健康診断 人間ドック 特定業務従事者健康診断 

受 診 者 数 156 人 298 人  338 人  

ウ 健康相談会 

職員の健康の保持増進を図るため、産業医により、健診結果に基づく事後管理、

一般疾病の予防・治療対策についての保健指導を実施している。 

(4) 職員の災害補償 

ア 公務災害認定件数（令和６年度） 

負     傷 疾     病 

合 計 自己職務

遂行中 
出張中 その他 計 

公務上の

負傷に起

因する疾

病 

職業病 

その他公

務起因性

の明らか

な疾病 

計 

4 件 0 件 0 件 4 件 1 件 0 件 0 件 0 件 5 件 

イ 通勤災害認定件数（令和６年度） 
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出 勤 途 上 退 勤 途 上 計 

0 件  0 件  0 件  

 

 

ウ 公務災害補償基金負担金（令和６年度） 

執  行  額 

7,995,171 円  

 

公平委員会の業務の状況について 

衣浦東部広域連合においては、地方公務員法第７条第４項の規定により、同法第８条

第２項に規定する公平委員会の事務を愛知県に委託している。 

令和６年度における衣浦東部広域連合の公平委員会の業務の状況について、地方公務

員法第５８条の２第２項及び衣浦東部広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例に基づき、愛知県から報告された内容は、次のとおりである。 

(1) 勤務条件に関する措置の要求（令和６年度） 

区     分 件   数 

前年度からの繰越件数     （Ａ） 0  

当年度中の新規要求件数    （Ｂ） 0  

当年度中取扱い件数  （Ｃ＝Ａ＋Ｂ） 0  

当年度中終了件数       （Ｄ） 0  

次年度への繰越件数  （Ｅ＝Ｃ－Ｄ） 0  

(2) 不利益処分に関する審査請求（令和６年度） 

区     分 件   数 

前年度からの繰越件数     （Ａ） 0  

当年度中の新規申立て件数   （Ｂ） 0  

当年度中取扱い件数  （Ｃ＝Ａ＋Ｂ） 0  

当年度中終了件数       （Ｄ） 0  

次年度への繰越件数  （Ｅ＝Ｃ－Ｄ） 0  

 


